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基本方針３ 新たな技術の開発・導入による高度化の検討【進化する水道】 

 

基本方針３について、今後の更なる成長に向けて取り組むべき方向性として整理した経営課題を受けた基

本施策として、「浄水処理・水質管理に関する新技術の開発」「より精度の高い施設の運転・維持管理に向け

たデジタル技術、ドローン等の活用の検討」「水道スマートメーター※の導入に向けた環境整備」「民間企業等

や他の水道事業体との連携」の４つの施策に取り組みます。 

各基本施策の戦略（取組の方向性）は、次のとおりとします。 
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基本施策3-1  浄水処理・水質管理に関する新技術の開発 

 

処理水の水質をより向上させる浄水処理や配水過程におけるより効果的な水道水質の維持に関する新

たな技術の開発・導入に向けて調査研究に取り組みます。 

  

【めざす姿】 

処理水の水質をより向上させる浄水処理や配水過程における水道水質のより効果的な維持に関する最

新の科学的知見や先端技術に関する情報が収集・整理され、新たな技術の開発・導入に向けた今後の調

査の方向づけができています。 

 

  

〈浄水処理における新技術（上）・配水過程における新技術（下）の導入検討〉 

新技術の導入検討

浄水場 １次配水場

塩素
塩素

２次配水場

D

末端ドレン

新技術の導入検討
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3-1-１．浄水処理の更なる高度化に向けた新技術の開発  

現状と課題 

 水道局では、高度浄水処理の導入により、かび臭物質の除去やトリハロメタン※のような消毒副生成

物※の低減化が図られ、安全であるだけでなく高品質なおいしい水道水が供給されています。 

 新たに明らかとなった微量有機物等の浄水処理として、オゾンの注入率強化等の対策を講じています

が、健康への影響が懸念される臭素酸のような消毒副生成物の生成量が増加することや、オゾン処

理では効果の弱い物質の存在が知られてきています。 

 気候変動や社会経済活動の変化等に伴い、浄水処理の対象となる新たな物質も増加してくることが

見込まれることから、安全で高品質なおいしい水道水を安定的に供給できるよう、浄水処理の高度化

に向けた新技術の開発・導入の検討を日常不断に進めていく必要があります。 

 

めざす状態 

 浄水処理についての最新の科学的知見や先端技術に関する情報が収集・整理され、新たな技術の

開発・導入に向けた今後の調査の方向づけができています。 

取組の方向性 

 UFB（ウルトラファインバブル）※技術を活用することで、従来のオゾン処理方法と比較して、微量有機

物の分解効果を高めつつ、消毒副生成物の生成を抑制する処理方法について、最新の科学的知見

や先端技術に関する情報を収集・整理し、新たな技術の開発・導入に向けた今後の調査の方向づけを

進めています。【実施中】 

 

 

 

 

  

〈UFB（ウルトラファインバブル）の特徴〉 

オゾン処理効率の検証

ウルトラファインバブル(UFB)をオゾン処理に用
いることにより、オゾン処理効率が向上するか
を検証します。また、消毒副生成物の抑制効
果の有無についても評価します。

UFBO3

オゾン

例）

分解性：向上

生成量：抑制

1,4-ジオキサン

O

O

BrO3

臭素酸

難分解性物質

消毒副生成物

ウルトラファインバブルとは？

粒径が1µm以下の気泡であり、特異的な性質を有します。

負電荷に帯電表面電荷

自己圧壊

界面活性

持続効果

消滅時にエネルギー発生

汚濁物質を吸着

長時間水に滞留

10-5 10-210-610-7 10-4 10-3 (m)

マイクロバブル
ウルトラ

ファインバブル
ミリバブル/サブミリバブル

インフルエンザウイルス 染色体 細胞 数の子

(=１ｍm)(=１µm)
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3-1-２．配水過程における水道水質の維持に関する新技術の開発  

現状と課題 

 水道局では、配水過程における水道水質の維持については、追加塩素注入設備のようなハード面の

整備に加え、残留塩素濃度シミュレ―ションモデルを開発し、浄水施設や配水施設における塩素注入

量の適正化を図ることで、より安定した残留塩素濃度管理を行っています。 

 これに加え、水需要の少ない地域では、配水管網の末端部で水道水の滞留が生じることから、必要に

応じて排水により滞留状態を解消することで残留塩素濃度を確保していますが、コスト面（排水作業

費用、排水に伴う下水道使用料、塩素注入費用等）の課題があり、また、持続可能な開発目標

（SDGs）の観点からも、排水以外の方法により残留塩素濃度を確保する新たな技術の開発・導入が

望まれます。 

めざす状態 

 配水管網の末端部で残留塩素濃度を確保する新技術に関する最新の科学的知見や先端技術に関す

る情報が収集・整理され、新たな技術の開発・導入に向けた今後の調査の方向づけができています。 

取組の方向性 

 これまでの排水作業や塩素の追加注入によらずに残留塩素濃度が維持できる新たな技術について、

最新の科学的知見や先端技術に関する情報を収集・整理するとともに、体験型研修センターの施設を

利用した実証実験を進めていきます。【２０２２(令和４)年度から実施】 

 その上で、実用化に向けた検討を進めていきます。 
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 基本施策3-2 

より精度の高い施設の運転・維持管理に向けたデジタル技術、ドローン等の活用の検討 
 

浄水施設や配水施設、管路について、より精度の高い効果的かつ効率的な運転・維持管理が行われ、

長寿命化や漏水等の防止、業務の効率化が図られるよう、ＩＣＴやＡＩ※などのデジタル技術、ドローン等の

活用の検討を進めます。 

 

【めざす姿】 

ＩＣＴやＡＩなどのデジタル技術やドローン等を活用した浄水施設や配水施設の劣化予測、ICTやＡＩを活

用した管路の長寿命化や維持管理業務の効率化につながる高度な状態監視保全、デジタルツイン※やＡＩ

を活用しオペレーターへの支援をより高度化させた浄水施設や配水施設の監視制御についての最新の科

学的知見や先端技術に関する情報が収集・整理され、新たな技術の開発・導入に向けた今後の調査の方

向づけができています。 
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3-2-１．浄・配水施設のアセットマネジメントへのCPS/IoT、AI 等の活用の検討 

現状と課題 

 水道局では、浄水施設や配水施設の機械電気設備について、2019（令和元）年度より主ポンプ設備を対

象に、定期整備前後の振動データの収集・分析を行うことで、CPS※/IoT※を活用した劣化予兆診断技

術の研究を進めています。 

 また、浄水施設や配水施設の池状構造物※について、ドローン等により撮影した画像のＡＩ※解析による劣

化診断技術の確立に向け、まずは、2020（令和２）年度～2021（令和３）年度において、湿潤及び暗所と

いう水道施設特有の環境下におけるＡＩ画像解析によるひび割れ診断技術に係る研究を民間企業と共同

実施し、実用化に向けた検討を進めています。 

 

めざす状態 

 ＣＰＳ/ＩｏＴ技術を活用したポンプ設備等の劣化予兆を診断することができる技術についての最新の科学

的知見や先端技術に関する情報が収集・整理され、新たな技術の開発・導入に向けた今後の調査の方向

づけができています。 

 ドローンに等より撮影された池状構造物の画像をＡＩを活用して解析し劣化状況を診断することができる

技術についての最新の科学的知見や先端技術に関する情報が収集・整理され、新たな技術の開発・導入

に向けた今後の調査の方向づけができています。 

取組の方向性 

 ＣＰＳ/ＩｏＴを活用したポンプ設備の劣化の予兆を診断する技術については、2030（令和１２）年度末まで

に導入の可否を判断できるよう劣化診断に関する民間企業や大学等と技術動向などの情報収集、検証

に向けての協議を進めていくとともに、引き続き当局で振動データの収集を行っていきます。また、ポンプ

設備以外の設備の劣化予兆を診断する技術についても、民間企業等における技術開発の動向の情報収

集を図りつつ、必要に応じて新たな共同研究の実施にも取り組んでいくことで、実用化に向けた方向性の

整理を図っています。【実施中】 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  
〈機械電気設備の劣化予兆診断イメージ〉 

振動データの収集・分析により、劣化予兆を診断 

ポンプ設備

各種センサー類の測定データを活用

制御盤

バルブ

流量計

測定データ例（振動）

振動センサー

主ポンプへのセンサー設置例
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 池状構造物の劣化状況を診断する技術については、民間企業や大学等の調査研究機関と連携した共同

研究を進め、ＡＩ画像解析によるひび割れ診断技術についての導入可能性の可否を判断します。【2022

（令和４）年度に実施済】  

 導入可能性の判断を経て、今後、技術動向に関する情報収集も行いながら、実際池での診断に活用して

いきます。【2024（令和６）年度から実施中】 

 （鉄筋コンクリート製の土木構造物）これまで容易に確認できなかったひび割れ以外のコンクリートの劣化

状況を非破壊で診断するための高精度な画像解析技術、センサー技術や非破壊検査技術の確立に向

け、情報収集や民間企業、大学等の調査研究機関等と共同研究を行い技術の有効性を評価し、導入に

ついての可否の判断を２０３０（令和１２）年度末までにすることができるよう「大阪市水道 DX 戦略アクシ

ョンプラン」に基づき検討を進めます。 

 （建築物）これまで容易に確認できなかった部分の詳細な画像を遠隔手法により取得し、取得した画像に

より劣化度を診断する技術の確立に向け、民間企業や大学等の調査研究機関が開発している技術の情

報を収集し、有効と考えられる技術について検証を行い、導入についての可否の判断を２０３０（令和１２）

年度末までにすることができるよう「大阪市水道 DX戦略アクションプラン」に基づき検討を進めます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

〈池状構造物の劣化診断イメージ〉 

ひび割れ幅の大きさに
より色分けして分類 
記号と数字はひび割れ
の番号と長さを表して
いる 

撮影データの解析結果イメージ 
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3-2-２．管路のアセットマネジメントへの ICT・AI 等の活用の検討  

（１）音センサーによる中大口径管の漏水調査 

  現状と課題 

 音センサーによる漏水調査技術については、小口径管では確立されていますが、中大口径管※では漏水

音が小さくセンサーを設置できる消火栓等の付属設備が少ないことから、高感度のセンサーが必要とな

るほか、検知した音から漏水音を識別できる技術の確立が求められています。 

めざす状態 

 音センサーにより中大口径管の漏水状況が確認できる技術についての最新の科学的知見や先端技術に

関する情報が収集・整理され、新たな技術の開発・導入に向けた今後の調査の方向づけができています。 

取組の方向性 

 音センサーにより中大口径管の漏水状況が確認できる技術について、民間企業や大学等の調査研究機

関と連携し、情報収集を行うとともに、フィールド提供等による共同研究を進め、導入に係る課題の整理、

導入による効果について検討し、有用と判断された技術については順次導入を図っていきます。【2022

（令和４）年度から実施】 

 「大阪市工業用水道特定運営事業等」において導入される管路の状態監視保全に係る技術について、事

業のモニタリングを通じてその内容を確認し、上水道でも有用と考えられる技術については導入を検討

します。【2022（令和４）年度から実施】 

 中大口径管路の漏水検知技術の導入についての可否の判断を２０３０（令和１２）年度末までにすることが

できるよう「大阪市水道DX戦略アクションプラン」に基づき検討を進めます。 

 

 

  

  

〈現在の漏水調査（小口径管路） 

〈中大口径管の漏水調査技術のイメージ〉 
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3-2-２．管路のアセットマネジメントへの ICT・AI 等の活用の検討  

（２）ＡＩ画像解析による水管橋等の劣化診断 

現状と課題 

 水管橋など目視可能な管路については、職員の目視による点検結果を踏まえて修繕や補修等を行って

いますが、遠隔目視には一定の限界があるとともに、劣化状況の評価については職員の経験則に基づく

判断に委ねられており、劣化状況をより正確かつ容易に判断して補修や修繕を適切に実施できる手法の

確立が求められています。 

めざす状態 

 ドローンにより撮影された水管橋の管路やそれを支えるアーチやトラス等の部材の画像をＡＩ※を活用して

解析し劣化状況を診断することができる技術等についての最新の科学的知見や先端技術に関する情報

が収集・整理され、新たな技術の開発・導入に向けた今後の調査の方向づけができています。 

取組の方向性 

 鋼材の撮影画像からＡＩを活用して解析しその劣化状況を診断することができる技術や鋼材の損傷検知

に係る技術の研究を進めている民間企業や調査研究機関についての情報収集を行い、水管橋の管路や

それを支えるアーチやトラス等の部材のひずみを計測し、遠隔監視による劣化診断を行う技術の開発に

向けた共同研究等を行い、その成果を取りまとめるとともに、導入の方向性について判断します。【20２４

（令和６）年度から水管橋の劣化診断に試行実装】 

 管路の劣化予測診断の技術の開発に向け、情報収集や民間企業、大学等の調査研究機関等と共同研究

を行います。【2027(令和９)年度末までに現場実装化に向けた課題を抽出し、改善策を策定】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

〈現在の劣化診断方法（左）画像による劣化診断技術（右、イメージ）比較〉 
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3-2-３．浄水施設や配水施設の運転管理における監視制御の高度化の検討 

現状と課題 

 現在、水道局では、浄水施設と配水施設の運転管理の監視制御体制を一元化し、少数精鋭による運営を

行っていますが、現在の監視制御のレベルを将来にわたって持続可能とするためには、経験や知識が十分

でないオペレーターであっても異常発生時における適切な対応の支援ができるシステムや施設･設備の異

常検出前に違和感を検知できるシステムの開発が必要となっています。 

 現在の浄水施設と配水施設の監視制御システムは、経年劣化に伴い更新時期が迫ってきており、更新時

期に合わせてオペレーターによる監視制御を高度化するシステムの開発の可否について検討していく必

要があります。 

めざす状態 

 デジタルツイン※やＡＩ※を活用し、施設･設備の異常を検出する前段階での違和感の検知や異常発生時に

その状況に合わせた対応方針の自動提示など、オペレーターへの支援をより高度化させた次世代型監視

制御システムについて、現在の監視制御システムの更新に間に合う時期（2023(令和５)年度末）に、その

要素技術の検証・評価、実装可否の判断を行い、実装可能と判断した技術について、導入するための準備

を進めています（2027(令和９)年度実施中、2031(令和１３)年度から順次導入）。 

取組の方向性 

 デジタルツインやＡＩを活用した施設･設備の異常検出前の違和感検知や異常発生時の対応方針の自動

提示など、現在の市場にない浄水施設や配水施設の運転管理の監視制御の高度化に向けた要素技術に

ついて、民間企業との共同研究を通じて試作機器の開発や試運転を繰り返すことにより開発を進め、高度

化要素技術の検証・評価を行い、更新予定の監視制御システムへの実装の可否を判断します。【2023

（令和５）年度に実施済】 

 実装可能と判断した技術については「大阪市水道 DX 戦略アクションプラン」に基づく取組を行います。

【実施中】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 仮想の浄水プラントを構築し、実際の処理と並行し

て仮想上でシミュレーションを行うことで、従来の検

出方法では気付けない「違和感」の検出が可能とな

る。 

異常検出時に当該異常に関連するマニュアルや、過

去の類似事象発生時の対応記録などを自動的に表

示し、経験や知識が十分でないオペレーターへの異

常時対応支援が可能となる。 

〈デジタルツイン活用のイメージ〉 〈異常時対応方針自動提示のイメージ〉 
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基本施策3-3  水道スマートメーターの導入に向けた環境整備 

 

自動検針による業務の効率化や蓄積された検針データのビッグデータ※としての活用等が見込まれる水

道スマートメーター※について、導入に当たっての課題の解消など導入に向けた環境整備を進めます。 

  

【めざす姿】 

水道スマートメーターの導入に向けて課題が整理され、課題の解消のための取組が着実に進められてい

ます。 
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3-3-１．水道スマートメーターの導入に向けた環境整備  

現状と課題 

 水道スマートメーター※については、自動検針による検針業務の効率化や漏水管理の高度化といった効

果が期待できることから、一部の水道事業体において導入に向けた検討が進められていますが、本市の

ような大規模な地下街を有し高層建築物が立ち並ぶ都市部において導入する場合には、安定した通信

環境が確保されることが必要となります。 

 また、メーター価格（電子式メーター及び無線通信装置の合計価格）が現在のメーターと比較して約４倍

～２０倍程度と高額であり、価格の低減を促進する必要があります。 

 水道スマートメーターには、検針業務の効率化や漏水管理の高度化のほかにも、検針データのビッグデ

ータ※としての活用、地域の独居高齢者等の見守り支援への貢献など様々な導入効果が期待されます

が、その効果の整理や検証が十分にできていません。 

 水道局では、現在、ＪＲ大阪駅周辺、臨海開発地区、大阪・関西万博の予定地の夢洲や舞洲地区などに水

道スマートメーターを先行導入し、高層ビル群エリアでの通信状況の確認、漏水管理の高度化の検証等

を行うとともに、水道スマートメーターを活用して独居高齢者等の日々の使用水量データの分析を行うこ

とで異変を検知し安否等の確認につなげる 「見守り・ヘルスケアサポート」の導入に向けた実証実験や

導入コストの低減につながる機械式スマートメーターの実用性の検証、データ管理システム（MDMS）の

最適化等に関する民間企業との共同研究等を通じ知見の蓄積を進めています。 

めざす状態 

 水道スマートメーターの導入に向けて課題が整理され、課題の解消のための取組の方向性が明らかにな

っています。 

取組の方向性 

 水道スマートメーターの先行導入エリアにおける通信状況の確認結果を取りまとめます。【2022（令和

４）年度実施済】 

 水道スマートメーターの導入による漏水検知等の効果を確認するため、先行導入しているエリアでの効

果の整理と検証を行い効果についての考え方を取りまとめます。【2022（令和４）年度実施済】 

 水道スマートメーターを活用した１次配水ブロックベースでの漏水検知手法について、夢洲・舞洲地区で

実証実験を行い、有効性の評価を進めます。【2028(令和１０)年度末までに実験条件が整い次第、実証

実験を開始】 

 導入費用の低減の観点から、現在実施している民間企業との共同研究の結果等を踏まえ、電子式スマー

トメーターと機械式スマートメーターの機器の特性や用途に応じた使い分けについて検討・整理します。

【共同研究：2022（令和４）年度終了、検討・整理結果の取りまとめ：２０２３（令和５）年度実施済】 

 メーターメーカーから最新の技術動向や市場動向、価格の低減に向けて今後水道事業体に期待すること

等を聴き取り、取組に反映します。【実施中】 

 水道スマートメーターの大口需要者となる大都市の水道事業体間の連携を図るため、2019（令和元）７

月に東京都及び横浜市との間で締結した「水道スマートメーターの導入検討における連携・協力に関する

協定書」に基づき、三都市で連携し、スマートメーターの形式の検討と仕様の共通化等による価格の低廉

化に向けた取組を進めます。【実施中】 
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 水道メーターの検針作業について、水道スマートメーターにより計量したデータを着実に送信できる通信

技術の方向性の決定を２０２７（令和９）年度末までにすることができるよう「大阪市水道 DX 戦略アクショ

ンプラン」に基づき検討を進めます。 

 民間企業と共同研究（2022（令和４）年度から２０２５（令和７）年度まで（予定））を実施している超音波一

体型（開発中）スマートメーターの研究結果を踏まえ、実用性の確認や導入費用のコストダウンについて

検証します。【共同研究：2025（令和７）年度末終了予定、検討・整理結果の取りまとめ：2026（令和８）

年度中を目途】 

 水道スマートメーターの導入の検討を進めるとともに、水道事業体、学識経験者、水道関連の民間企業に

より構成される研究団体「New‐Smart プロジェクト」に参画し、自動開閉栓機能付きメーター等につい

ての開発状況や他の水道事業体の動向についての情報収集に取り組みます。【2024(令和６)年度から

実施】 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

〈電子式スマートメーターと機械式スマートメーターの組み合わせの検討〉 
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 基本施策3-4  民間企業等や他の水道事業体との連携 

 

新たな技術の開発・導入に向けては、先端的な技術やノウハウを有する民間企業や研究機関、他の水道

事業体と連携して取組を進めます。 

 

【めざす姿】 

先端技術やノウハウを有する民間企業や研究機関、他の水道事業体と連携する仕組みが構築され、着

実に運用されています。 
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3-4-１．民間企業等や他の水道事業体との連携  

（１）民間企業や調査研究機関等との共同研究の推進  

現状と課題 

 水道局では、1970（昭和４５）年に技術系課長で構成する「技術研究委員会」を組織し、高度浄水処理設

備の導入に向けた処理性に関する基礎的な研究をはじめ、各時代のニーズに応じた水道技術全般にわ

たる技術的課題を共有し、調査研究を総合的に推進してきたところです。 

 また、2000（平成１２）年にすべての浄水場に高度浄水処理設備を導入して以降も、複雑化する浄水・水

質の諸課題を解決するため、2004（平成１６）年から「大阪市水道 浄水技術Ｒ＆Ｄプログラム※」をスター

トさせ、それ以降も、計画設計部門や水道センター部門等の各部門で、「部門別Ｒ＆Ｄプログラム」の体制

を整備し、調査研究に取り組んでいます。 

 水道事業の技術的課題の解消に当たっては、新たな技術の開発・導入に取り組む必要があるため、水道

局内の調査研究体制が中心となって、先端的な技術やノウハウを有する民間企業や調査研究機関等と

の産学官の連携を図りながら、共同研究等に取り組んでいます。 

めざす状態 

 水道事業に関する技術的な課題を短期及び中長期的な観点から抽出し、課題解決を図るための調査研

究等が産学官の連携により着実かつ継続的に実施されています。 

取組の方向性 

 引き続き、「技術研究委員会」等の水道局における調査研究の枠組みのもと、水道技術全般にわたる調

査研究を推進し、技術的課題の解決に努めるとともに、新たな技術の開発・導入や技術的課題の解決に

向けた調査研究の手法の一つとして、民間企業や調査研究機関等との産学官による連携体制を構築し、

効果的な調査研究に取り組んでいきます。 
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3-4-１．民間企業等や他の水道事業体との連携  

（２）他の水道事業体と連携した民間企業等からのＩＣＴの活用に関する提案の募集 

現状と課題 

 ＩＣＴの発展はまさに日進月歩ですが、水道事業においては管路や水道メーターが地中にあるなど水道特

有の事情から、ＩＣＴ活用は他分野に比べ遅れているといわれており、日進月歩を続けるＩＣＴを活用して

本市の水道事業の運営の効率化・高度化を推進していくためには、ＩＣＴを手掛ける民間企業等に、水道

事業が抱える課題を発信し、水道事業に活用できるＩＣＴの提案を募っていく必要があります。 

めざす状態 

 水道局が抱える課題について、全国の水道事業体と連携して全国の民間企業等に広く情報発信し、ＩＣＴ

を活用した解決策の提案を取り入れることで、事業運営の高度化が図られています。 

取組の方向性 

 東京都、横浜市をはじめ、全国の水道事業体で構成する「水道ＩＣＴ情報連絡会」に参画し、本市の水道

事業が抱える課題を広く全国に発信し、全国の民間企業等からＩＣＴを活用した解決策の提案を求めると

ともに、民間企業等から提案のあったＩＣＴ活用策については、即時に水道局内部で共有してその適用可

能性を検討し、有用な提案については事業運営に積極的に取り入れています。【実施中】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〈水道ＩＣＴ情報連絡会の活動イメージ〉 
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基本方針４ 社会的責任の遂行【貢献する水道】 

 

基本方針４について、今後の更なる成長に向けて取り組むべき方向性として整理した経営課題を受けた基本施

策として、「他の水道事業体への支援」「開発途上国の水問題解消への貢献」「環境負荷の低減」「水道事業に関す

るデータの積極的な提供」の４つの施策に取り組みます。 

各基本施策の戦略（取組の方向性）は、次のとおりとします。 
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基本施策4-1 他の水道事業体への支援 

 

２０１９（令和元）年１０月１日施行の改正水道法により、水道の基盤の強化に向けた広域連携の手法・道

筋が示され、同法の規定に基づき策定された「水道の基盤を強化するための基本的な方針」（令和元年厚

生労働省告示第１３５号）の「第５ 水道事業者（水道事業体）等の間の連携等の推進に関する事項」では

「都道府県の区域全体の水道の基盤の強化を図る観点からは、経営に関する専門知識や高い技術力等を

有する水道事業者（水道事業体）等が中核となって、他の水道事業者（水道事業体）等に対する技術的な

援助や人材の確保及び育成等の支援を行うことが重要である」との認識が示されています。 

このように、水道の基盤強化に向けた広域連携に当たっては、都道府県の責務に加え、都道府県の区域

の中核となる水道事業体による中小の水道事業体が抱える課題解決のための支援に対する期待が高まっ

ています。 

こうした中、大阪府域においては、大阪府と府内のすべての水道事業体が参画する「府域一水道※に向

けた水道のあり方協議会」において、水道施設の最適配置や技術連携など、府域で地域の実情に応じた

様々な広域連携を進めるとした方向性がまとめられています。 

水道局では、このような環境のもと、近畿圏における中核となる水道事業体の一つとして、大阪府域とい

う枠内にとらわれずに、水道施設の老朽化に伴う更新費用の増大や人材不足による技術継承の困難さな

ど様々な課題を抱える他の水道事業体に対し、ハード･ソフトの両面において必要な支援を行うことで、広

域的な水道事業の基盤強化に寄与していきます。 

こうした支援を通して他の水道事業体の様々な課題に対応することは、水道局にとっても、職員が本市

水道事業では経験できなかった多様な業務経験の機会を得ることができ、こうした経験を通じて職員の技

術力の向上が図られるといった効果も期待できるものです。 

 

【めざす姿】 

支援の要請があったすべての水道事業体に支援することができています。  
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4-1-１．他の水道事業体への技術支援  

現状と課題 

 水道局では、２０１９（令和元）年１０月１日施行の改正水道法の趣旨を踏まえ、２０２０（令和２）年２月に「広

域連携・海外展開戦略」を策定し、周辺の水道事業体への技術支援や研修事業の取組を拡充してきてお

り、２０２４（令和６）年４月１日時点で、近畿圏の２５の水道事業体と技術連携協定を締結し、技術支援を

実施しています。 

 また、２０２０（令和２）年２月に、本市をはじめ多くの水道事業体から様々な業務を受託しており水道局と

同等の技術・ノウハウを有する水道局の外郭団体の㈱大阪水道総合サービスとの間で、「水道事業の広

域連携及び海外展開に係る事業等の実施に関する協定」を締結し、２０２０（令和２）年度から、「大阪水道

グループ」として一体となって、水道事業体への支援を行っています。 

 他の水道事業体からの支援ニーズは、人材不足が深刻化し技術継承に苦慮する水道事業体が増加する

中で増加傾向にあり、また、要請される支援の内容も当該水道事業体の職員の人材育成の観点からの

技術的助言から実務自体の継続的なサポートに徐々に変化するなど多様化してきており、こうした傾向

は今後も続いていくものと考えられ、これらの要請に対応できる体制を構築していく必要があります。 

 現在、㈱大阪水道総合サービスでは、水道局を退職した職員である社員（局退職者社員）がその知識・経

験を活かして支援業務に従事していますが、今後、増大化・多様化する支援要請に対応していくために

は、局退職者社員以外の社員も支援業務を担えるよう体制を強化していく必要があります。 

 また、現在、他の水道事業体への支援に当たっては、当該水道事業体から水道局が業務を受託し、㈱大

阪水道総合サービスが行う支援については、水道局から㈱大阪水道総合サービスに再委託する形式を

とっていますが、㈱大阪水道総合サービスが行う支援については、同社が直接業務を受託することによ

り、水道事業体への支援をより迅速かつ円滑に行っていくことができると考えられます。 

 そのためには、水道局と同等の技術・ノウハウを持つ㈱大阪水道総合サービスが実施する技術支援に対

する各水道事業体の信頼感を更に高めていく必要があります。 

めざす状態 

 支援の要請があった技術連携協定を締結しているすべての水道事業体に支援ができています。 

成果指標と２０２７（令和９）年度末の目標 

技術連携協定を締結している水道事業体からの支援要請に対する水道局の支援実施率 

毎年度１００％を継続 

取組の方向性 

【方向性】 

 支援を要請している水道事業体の要請内容に応じ、水道技術に関する専門的な助言は水道局が担い、

実務の継続的なサポートは㈱大阪水道総合サービスが担うという役割分担のもと、要請内容に応じた効

果的な支援を行っていきます。 

 ㈱大阪水道総合サービスの支援体制の強化を図るとともに、水道局と㈱大阪水道総合サービスが連携し

て高品質な技術支援を実施し、その実績等をＰＲしていくことで、周辺水道事業体の㈱大阪水道総合サ

ービスの技術支援に対する信頼感を更に高めていきます。 
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【具体的な取組】 

 支援の要請をする水道事業体の業務・技術継承に関する情報収集及び分析を行い、ニーズに応じた効

果的な支援を行います。 

 職員が支援業務を通じて得た経験やノウハウを水道局内部において共有することができる仕組みを構築

し、運用します。【２０２２（令和４）年度構築済、運用中】 

 外郭団体の監理業務を進める中で、㈱大阪水道総合サービスが行う局退職者社員以外の社員の研修・

育成など支援業務を行うための体制強化の取組を監理・指導するとともに、水道局においても、人材育成

計画の策定支援や局職員向け研修の活用、ＯＪＴ研修のサポートなど必要な支援を行います。【外郭団体

の監理業務は継続して実施中、㈱大阪水道総合サービスへの支援は２０２２（令和４）年度から実施中】 

 水道局と㈱大阪水道総合サービスが連携して実施した技術支援の実績や大阪水道グループとしての活

動等について、それぞれのホームページやリーフレット等を通じたＰＲを実施します。【２０２２（令和４）年度

から実施中】 

 

 

 

 

 

  

〈技術連携締結事業体（2023（令和５）年度末時点）〉 
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4-1-２．災害時等における応援  

現状と課題 

 水道局では、他の水道事業体において災害による被災や事故が発生したときには、当該水道事業体から

の要請を受け、全国の水道事業体で組織する「公益社団法人日本水道協会」や、東京都及び政令指定都

市で構成する「１９大都市水道局災害相互応援に関する覚書」等、事業体間の支援の枠組みを活用した

応急給水･応急復旧活動を行っています。 

 また、災害時の現地活動や応援派遣に関する連絡調整を円滑に行うため、平常時から他の水道事業体と

の合同訓練、各種会議での情報共有、職員研修等を行っています。 

めざす状態 

 災害による被災や事故が発生した水道事業体への応急給水や応急復旧活動の応援要請を受けたとき

は、迅速かつ円滑に支援活動を実施することができています。 

取組の方向性 

【方向性】 

 災害による被災や事故が発生した水道事業体への応急給水や応急復旧活動の応援要請に対して、迅速

に支援隊を現地に派遣して活動にあたることができる体制が常に整備されているようにしていきます。 

 

【具体的な取組】 

 公益社団法人日本水道協会大阪府支部の構成員として、同支部から応急給水や応急復旧活動の支援

の要請があったときは、迅速かつ的確に支援隊を結成し、現地に派遣して応急給水や応急復旧活動にあ

たることができる体制を整えます。【実施中】 

 公益社団法人日本水道協会関西地方支部の支部長都市として、支部に対し、災害による被災や事故が

発生した水道事業体への応急給水や応急復旧活動の支援の要請があったときは、迅速かつ的確に受援

事業体と応援事業体等との連絡調整にあたることができる体制を整えます。【実施中】 

 「１９大都市水道局災害相互応援に関する覚書」等、水道事業体間の相互支援の枠組みに応じて実施さ

れる合同訓練や定期的な会議等に参加し、実践力の強化や応援対象となる水道事業体の状況把握を図

ります。【実施中】 

 応急給水や応急復旧活動の支援のマニュアルである「大阪市水道局 応援派遣の手引き」について、実

際に行った応急給水や応急復旧活動で明らかになった課題や合同訓練で得られた知見等を反映し、より

実践性・実効性の高いものにします。【実施中】 

〈近年の応援派遣実績〉 
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4-1-３．本市の浄水場の共同運用  

【守口市との間で庭窪浄水場の共同運用を開始しました】 

２０１９（令和元）年１２月に、守口市との間で、２０２４（令和６）年４月の共同運用開始をめざした基本協定が締結

して以降、様々な取組を実施してきました。2024（令和６）年３月に、必要となる規定、許認可及び協定等の変

更手続き等を実施し、同年４月から共同運用を開始しています。 

 

現状と課題 

 水道局の浄水施設の施設能力に対する１日最大配水量の割合（最大稼働率）は、現在の施設能力になっ

てからは、１９７３（昭和４８）年度の９５．９％をピークに減少に転じ、２０２０（令和２）年度には４８．５％と低

水準となっています。今後も水需要は減少していくと見込まれている中で、現在の浄水施設は水需要を

大きく上回る施設能力を有しています。 

 そうした中、大阪府と府内のすべての水道事業体が参画する「府域一水道※に向けた水道のあり方協議

会」において、本市の庭窪浄水場と隣接する守口市浄水場が老朽化により近く更新予定にあることが報

告され、守口市が本市の庭窪浄水場の一部を利用する共同化について両市で検討を重ねた結果、守口

市においてはスケールメリットによる投資の合理化などが期待でき、本市においても施設の有効活用によ

り経営の効率化が見込まれるなど、両市にメリットがあることが共有され、２０１９（令和元）年１２月に、両

市の間で、２０２４（令和６）年４月の共同運用開始をめざした基本協定が締結されました。 

 今後、庭窪浄水場の共同運用の実現に向けてハード・ソフト両面での課題の整理と解消に取り組んでい

く必要があります。 

めざす状態 

 ２０２４（令和６）年４月から守口市との間での庭窪浄水場の共同運用が実現しています。 

取組の方向性 

【方向性】 

 ２０２４（令和６）年４月からの庭窪浄水場の共同運用に 

向けて、必要となる施設の整備、庭窪浄水場施設の財 

産帰属区分、運転・維持管理等の進め方などの課題の 

整理を進めていきます。 

 

【具体的な取組】 

 守口市において既存の浄水場施設を転用して整備され 

る配水場に庭窪浄水場から送水するための送水管を新 

設します。【２０２３（令和５）年度中に完了】 

 庭窪浄水場施設の一部を施設能力に応じた割合で守口 

市に有償譲渡し、守口市との間で、供給する浄水に係る 

庭窪浄水場の運転管理を本市が受託するための必要な 

取決めを行います。【２０２４（令和６）年４月共同運用開始】                                 〈庭窪浄水場の共同運用〉 
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基本施策4-2 開発途上国が抱える水問題の解消に向けた支援 

 

開発途上国では、人口増加や都市化・産業の進展、さらに２０１５（平成２７）年９月の国連サミットで採択

された「持続可能な開発目標（ＳＤＧｓ）」で「安全な水とトイレの確保」が目標に掲げられたことも相まって、

上下水道整備のニーズが拡大しています。我が国においても、質の高いインフラ技術を輸出することによ

り開発途上国等の目標達成に貢献していく方針が示され、経済産業省が２０２１（令和３）年３月に公表した

「水ビジネス海外展開施策の１０年の振り返りと今後の展開の方向性に関する調査」では、海外展開を活発

化する上での地方自治体に期待される役割として、「国際貢献や技術協力等を通じた相手国政府とのビジ

ネス基盤の構築」、「現地の課題やニーズの民間企業への共有」、「国内での経験値蓄積のための機会提

供」、また、地方自治体と民間企業の連携の方向性として、「自治体のアドバイザリー機能強化による日本

企業の海外事業展開の後押し」、「自治体と民間企業によるパッケージ型支援の拡充」、「自治体の管理運

営ノウハウの民間企業への共有」などが挙げられており、政府だけでなく自治体においても民間企業と連

携して海外展開に取り組むことが求められています。 

このような状況を踏まえ、水道局においても水道事業の運営で培った技術・ノウハウを生かし、浄水処理･

配水管理など水道事業の運営に関する国際技術協力に引き続き取り組むとともに、海外展開に取り組む

民間企業と水道の整備・改善に取り組む海外水道事業体とをつなぐコーディネーターとして、民間企業の

案件形成、事業実施を支援していくことで、開発途上国の水道改善に貢献していきます。 

こうした活動を通じて、海外における水道整備に係る事業計画や施設建設、漏水の改善などに取り組む

ことは、水道局にとっても、職員が本市水道事業で習得した知識やノウハウを実際の現場で実践し再確認

する機会を得ることができ、こうした経験を通じて職員の技術力の向上が図られるといった効果も期待で

きるものです。 

 

【めざす姿】 

要請があったすべての国の水道事業体との間で水道事業運営に関する技術協力が進められています。 
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4-2-１．開発途上国における水道施設の整備及び運営の支援  

現状と課題 

 水道局では、１９９４（平成６）年度から、独立行政法人国際協力機構（ＪＩＣＡ 旧国際協力事業団）が行う

外国人研修生の受入事業に協力し、外国人研修生に対する浄水処理･配水管理など水道事業の運営に

関する技術の研修を行っています。 

 また、２００９（平成２１）年１２月にベトナムのホーチミン市の水道事業体と技術交流等に関する覚書を締結

し、以降、毎年技術交流を実施しており、２０２１（令和３）年度からは、ホーチミン市に隣接するドンナイ省

の水道事業体とも技術交流を実施しています。ホーチミン市の水道事業体との間では、水道管の漏水改

善に向け、民間企業と連携して、配水場整備に向けた準備調査（２００９（平成２１）年～２０１５（平成２７）

年）や給水装置工事の施工技術向上プロジェクト（２０１７（平成２９）年～２０１８（平成３０）年）を実施しま

した。 

 さらに、ミャンマーにおいても、民間企業、㈱大阪水道総合サービスと共同で、水道の整備・改善に係るプ

ロジェクトの実施について検討を進めています｡ 

 このほか、２０２３（令和５）年８月にインドネシアのジャンビ市の水道事業体と技術協力に関する覚書を締

結し、ジャンビ市の水道事業運営能力の向上に向けた人材育成を実施しました。また、開発途上国におけ

る水道施設の整備の支援に当たっては、整備事業を実施することになる民間企業等との連携が不可欠と

なることから、２０２０（令和２）年６月に、海外での水ビジネスの展開をめざす民間企業等との情報共有及

び案件形成に向けた連携を図る「海外水ビジネスパートナー制度」を創設し、運営しています。 

めざす状態 

 海外の水道事業体との間で水道事業運営に関する技術協力が進められています。 

成果指標と２０２７（令和９）年度末の目標 

研修（Ｗｅｂ開催を含む）受入人数 ： 毎年度５人以上 

技術協力を進めている水道施設整備事業の件数 ： 毎年度１件以上の事業が継続 

取組の方向性 

【方向性】 

 海外の水道事業体における水道改善や水道事業に係る人材育成に貢献するとともに、水道施設・設備等

の整備や改善等を行う民間企業と現地の水道事業体とをつなぐコーディネートを進めていきます。 

 ＪＩＣＡが行う外国人研修生の受入事業に引き続き協力し、㈱大阪水道総合サービスと連携して、水道事

業に関する技術の研修を行い、海外の水道技術人材の育成に寄与します。 

 ミャンマーにおいて、その国内の情勢を見極めながら、民間企業、㈱大阪水道総合サービスと共同で、水

道の整備・改善に係るプロジェクトの実施について検討していきます。 

 

【具体的な取組】 

 ㈱大阪水道総合サービスと連携し、ベトナムのホーチミン市及びドンナイ省との技術交流を毎年実施しま

す。【実施中】 
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 ベトナムのホーチミン市、インドネシアのジャンビ市において、㈱大阪水道総合サービスや「海外水ビジネ

スパートナー制度」の登録企業（パートナー企業）と共同で、水道改善に向けたプロジェクトを実施します。

【実施中】 

 ベトナムのホーチミン市及びドンナイ省、インドネシアのジャンビ市との技術協力やＪＩＣＡが行う外国人研

修生の受入事業への協力などを通じて把握した水道事業体の水道施設・設備等の整備や改善等に関す

る課題について、「海外水ビジネスパートナー制度」の登録企業（パートナー企業）と情報共有や意見交換

を行い、㈱大阪水道総合サービスと連携し、海外の水道事業体に対してその課題解決に有用な提案を行

います。【実施中】 

 水道局の体験型研修センター内に、日本の水道技術を紹介するブースを設けるとともに、ブース等を PR

するための動画やパンフレットを作成し、海外の水道関係者などに積極的に情報発信します。【２０２３（令

和５）年度から実施中】 

 海外の水道関係者を誘致し、本市水道施設や日本の水道技術を紹介する体験型研修センター内の展示

ブースなどを実際に見ていただき、意見交換を行いながら、水道施設・設備等の整備・改善に関する案件

形成につなげます。【２０２３（令和５）年度から実施中】 

 ミャンマーの国内の情勢を見極めながら、民間企業、㈱大阪水道総合サービスと共同で、水道の整備・改

善に係るプロジェクトの実施について検討します。【実施中】 

 職員が海外の業務を通じて得た経験やノウハウを水道局内部において共有することができる仕組みを構

築し、運用します。【２０２２（令和４）年度構築済、運用中】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

〈外国人研修生の受入事業の状況〉 〈ベトナム・ホーチミン市との技術交流の状況〉 
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基本施策4-3 環境への負荷の低減 

 

地球温暖化対策として２０１５（平成２７）年に気候変動枠組条約ＣＯＰ21において採択されたパリ協定の

本格運用が２０２０(令和２)年から開始され、我が国では、同年１０月に内閣総理大臣から「２０５０（令和３２）

年までに温室効果ガスの排出を全体としてゼロにする脱炭素社会の実現をめざす」という宣言が出される

など、国内外で脱炭素化に向けた動きが加速しています。 

また、２０１８（平成３０）年１１月の生物多様性条約ＣＯＰ１４では、生物多様性の主流化についての新たな

世界目標となるポスト２０２０目標の検討がスタートし、2019（令和元）年６月のＧ２０大阪サミットでは、海

洋プラスチックごみによる新たな汚染を２０５０（令和３２）年までにゼロにすることが国際的に共有されまし

た。 

  本市においては、大阪の成長につながる脱炭素社会の実現に向けて、２０２１(令和３)年３月に新たな「大

阪市地球温暖化対策実行計画〔区域施策編〕」を策定し、２０５０（令和３２）年の温室効果ガス排出量実質

ゼロをめざす「ゼロカーボン おおさか」をビジョンに掲げるとともに、地球温暖化対策に関する国内外の動

向も踏まえて、2021(令和３)年３月に第５期の計画にあたる「大阪市地球温暖化対策実行計画〔事務事業

編〕」を策定し、市民、事業者への率先垂範となるべくこの計画に基づく取組を積極的に推進することとして

います。 

水道局においても、これまでからも水道事業の運営により消費する電力の低減化など「パリ協定」を踏ま

えた地球温暖化対策につながる施策を実施してきたところですが、今後も引き続き、取水・導水、浄水及び

送･配水の各工程におけるエネルギーの使用や工事、事務室における業務運営など、水道事業の事業運

営のあらゆる面で温室効果ガスの排出量削減やプラスチックごみの削減に向けた取組を着実に進めるこ

とにより、地球温暖化対策など地球環境への負荷の軽減による持続可能な社会づくりに貢献していきます。 

 

【めざす姿】 

水道事業の事業運営のあらゆる面で温室効果ガスの排出量削減やプラスチックごみの削減に向けた取

組が着実に進められています。 
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4-3-１．省エネルギー化の推進 

現状と課題 

 水道局では、電力消費全体に占める割合の高いポンプ施設について、電力消費量が低減される回転速

度制御装置を順次設置するとともに、「国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律（グリーン購

入法）」の趣旨を踏まえ策定した「大阪市グリーン調達方針」に基づき、環境に配慮した商品の利用と購入

を推進しています。（ポンプ施設への回転速度制御装置：主要ポンプ施設２８か所のうち１８か所のポンプ

施設に設置済み） 

 このほか、本市で策定した庁内環境管理計画に基づき、省エネルギー・省資源の取組を推進しています。 

めざす状態 

 省エネルギーに寄与する設備や機器の導入等によってエネルギー消費量の削減が図られています。 

成果指標と２０２７（令和９）年度末の目標 

事務室の消費電力量の削減：２０２０（令和２）年度比９%減 

取組の方向性 

【方向性】 

 浄水場・配水場のポンプ設備の新設・更新時に、省エネルギーに配慮したポンプ設備を導入していきま

す。 

 高効率機器の導入や、事務室の使用電力量の抑制を図るなど、全庁的な省エネルギー化の推進に取り

組んでいきます。 

 

【具体的な取組】 

 住之江配水場において、ポンプ設備への回転速度制御装置の設置を順次進めます。【2022(令和４)年

度から順次実施し、202６(令和８)年度中に完了】 

      数値目標 

住之江配水場の消費電力量の削減：2020（令和２）年度比 8%減 

 他のポンプ設備については、２０２１（令和３）年度に策定した導入方針やスケジュールに基づき事業を進

めます。【実施中】 

 機器の購入・更新の際は、「大阪市グリーン調達方針」に基

づき、LED照明など省エネ・省ＣＯ２機器を導入します。【実

施中】 

 不要照明の消灯やパソコンの節電対策、冷暖房負荷の低

減等を徹底し、事務室の使用電力量の抑制に取り組みま

す。【実施中】 

 

     

 

〈楠葉取水場 ポンプ設備〉 
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4-3-２．再生可能エネルギーの導入拡大の検討 

現状と課題 

 水道局では、現在、次の太陽光発電設備及び水力発電設備が設置されています。 

＜太陽光発電設備＞ 

柴島浄水場（150kW、250kW）、各水道センター（10kW：３か所、5kW：１か所） 

＜水力発電設備＞ 

長居配水場（253kW）、泉尾配水場（110kW）、咲洲配水場（43kW） 

 太陽光発電設備や水力発電設備など再生可能エネルギーを利用する設備については、大規模な設備と

なり発電量の安定性の課題があることから、設置場所の確保や電気使用量の調整などの技術的な観点

及び設置費用などの経済合理性の観点からの検討が必要となります。 

めざす状態 

 技術的な観点や経済合理性の観点から有効性が確認できたものについて再生可能エネルギーを利用す

る設備の導入に向けた検討が進んでいます。 

取組の方向性 

 エネルギー分野における技術動向等を注視し、再生可能エネルギーを利用する設備の現在運用中の施

設への導入や施設更新・改良時の導入に向けた調査検討を継続して進め、技術的な観点や経済合理性

の観点から有効性が確認できたものは速やかに導入していきます。【実施中】 

 現在行っている電力調達のうち、小規模である事務所系において、再生可能エネルギー100%による電

力調達を進めます。【2022(令和４)年度から実施】 

 

 

 

 

 

                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図〇 長 

 

 

 

〈柴島浄水場 太陽光発電設備〉 
【150ｋＷ】 【250ｋＷ】 

【253ｋＷ】 

〈長居配水場 水力発電設備〉 
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4-3-３．エコカーへの転換の推進 

現状と課題 

 水道局では、業務用車両について、2007(平成１９)年４月に策定された「大阪市公用車エコカー導入指

針」、2018(平成３０)年３月に策定された「大阪市エコカー普及促進に関する取組方針」（2021(令和３)

年３月に「大阪市次世代自動車※普及促進に関する取組方針」に改定）に沿った車両を購入することで、

エコカー＊への転換に取り組んでいます。 

業務用車両２１０台（2021(令和３)年４月時点）のうち１９０台（約９０．５％）がエコカーとなっています。 

エコカーの種類 低燃費かつ低排出ガス認定車 クリーンディーゼル自動車 合  計 

台  数 １８７台 ３台 １９０台 

＊ 「大阪市次世代自動車普及促進に関する取組方針」では、低燃費かつ低排出ガス認定車と次世代自動車を合わせて「エコカ

ー」と定義しています。 
 

 業務用車両の更新は走行距離又は使用年数に基づき行っていますが、エコカーでない２０台について

は、2022(令和４)年度末に更新を予定している１台を除き、いずれも走行距離の少ない車種で更新予

定年度までの期間が８年以上あるものとなっています。 

 

めざす状態 

 業務用車両の更新の際には、低燃費かつ低排出ガス認定車や次世代自動車への転換が着実に進めら

れています。 

取組の方向性 

【方向性】 

 引き続き、「大阪市次世代自動車普及促進に関する取組方針」を踏まえ、業務用車両の低燃費かつ低排

出ガス認定車や次世代自動車への転換を推進していきます。 

 

【具体的な取組】 

 業務用車両の更新の際には、低燃費かつ低排出ガス認定車や次世代自動車に転換します（2022(令和

４)年度末にクリーンディーゼル自動車に１台転換）。なお、更新の際に次世代自動車が販売されている業

務用車両については、「大阪市次世代自動車普及促進に関する取組方針」を踏まえ、その販売価格等を

考慮して、次世代自動車への転換を検討します。【実施中】 

                                           

 

     

 

 

 

  

〈水道局公用車（低燃費かつ低排出ガス認定車）〉 
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4-3-４．廃棄物の排出抑制とリサイクルの推進 

現状と課題 

 水道局では、以下の廃棄物の排出抑制の取組を進めており、「大阪市地球温暖化対策実行計画〔事務事

業編〕」に基づいて設定した局の削減目標を達成しています。 

・ 資源化可能な紙類については、すべてリサイクルしています。 

・ 浄水発生土※については、民間企業の協力を得て埋め戻し材として有効利用しているほか、希望さ

れるお客さまには園芸用土として直接販売も行うことで有効利用率１００％を達成しています。 

・ 粒状活性炭については、更新に伴う新炭買入に際して使用済み炭の下取りとその有効利用を条件

としており、コークス原料やセメント工場・鐵工用の燃料など、様々な用途に利用されることによって

有効利用率 100％となっています。 

・ 建設副産物※については、関係法令及びガイドライン等に沿った取扱いを行っています。 

めざす状態 

 事業活動に伴い発生する廃棄物を抑制するとともに、発生した廃棄物のリサイクルが着実に行われてい

ます。 

成果指標と２０２７（令和９）年度末の目標 

        各年度の廃棄物排出量：2019（令和元）年度の排出量(362t)以下 

取組の方向性 

 事務室において発生する廃棄物の削減や紙類のリサイクルについては、「市役所内事業系ごみ減量マニ

ュアル」に基づく取組を推進します。【実施中】 

 浄水発生土の有効利用については、有効利用先を安定して確保するため、浄水発生土の有効利用に関

する委託業務を計画的に発注するとともに、業者ヒアリング等市場調査を行うなどにより、経済的で持続

性の高い安定した有効利用先の拡大と新たな有効利用方法の調査・検討を進めます。【実施中】 

 粒状活性炭の使用済み炭の有効利用については、更新のため粒状活性炭を買い入れる際の買入条件に

使用済み炭の下取り・有効利用を条件として付した発注を継続します。【実施中】 

 建設副産物については、2022(令和４)年度から本格導入される電子マニフェストによる産業廃棄物の

適正な処理とともに、道路復旧材料における再生資源（改良土、再生粒度調整砕石、再生砕石）の活用等

を引き続き実施します。【実施中】 

 撤去水道管の再生資源としての有効活用方策について調査・検討を進め、検討結果を取りまとめます。

【2025（令和７）年度中に取りまとめ】 

〈天日乾燥による浄水発生土（豊野浄水場）〉 〈機械脱水による浄水発生土（庭窪浄水場）〉 



第４章 各基本方針に基づく基本施策と戦略 

基本方針４ 社会的責任の遂行【貢献する水道】 

117 

 

４-3-５．ペーパーレス化の推進 

現状と課題 

 水道局では、内部の会議・打合せ等における紙資料配付の原則廃止に取り組んでいるところですが、施

工等の現場で立会して行う業務については依然として紙資料等により行われているケースが多くありま

す。 

 また、お客さまに水道料金等の請求予定額や口座振替の領収済み金額をお知らせするため、水道メータ

検針時に「ご使用水量等のお知らせ」票をお客さま宅に投函し、現地に投函できないお客さまなどには、

別途お知らせハガキを送付しています。（2020（令和２）年度のお知らせハガキ発送件数 約６５万件） 

 口座振替及びクレジットカード（継続払い）でお支払いいただいているお客さま以外のお客さまに発行す

る水道料金の納入通知書についても、すべて紙媒体で作成しています。（2020（令和２）年度の発行件

数 約３８０万件） 

めざす状態 

 会議・打合せ等以外の業務やお客さまへの各種のお知らせについてもＩＣＴを活用したペーパーレス化が

推進されています。 

     成果指標と２０２７（令和９）年度末の目標 

        コピー用紙使用量の削減：2020（令和２）年度の使用量（９９０万枚）比５%減 

取組の方向性 

【方向性】 

 水道局内部の会議・打合せ等における紙資料の削減に取り組むとともに、施工等の現場で立会して行う

業務等についてもデジタル化を推進し、ペーパーレス化を図っていきます。 

 お客さまへの各種のお知らせについて、その必要性を精査するとともに、ＩＣＴを利用してペーパーレス化

を図っていきます。 

 

【具体的な取組】 

 会議・打合せにおいては、庁内に配備した無線ＬＡＮ環境や大型モニターを活用し、資料を配布しないこ

とを徹底することで、紙の使用量削減を一層推進します。【実施中】 

 

 

〈ペーパーレス会議の様子〉 
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 施工等の現場における立会業務について、水道局のサーバにアクセスできるスマートフォンやタブレット

端末を利用して業務を行うことができる環境を整備し、当該業務おける持ち出し書類のコピーを廃止しま

す。【2021（令和３）年度から順次実施】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 お客さまに水道料金等の請求予定額や口座振替の領収済み額をお知らせする手段について、お客さま

に周知を図った上で、「お知らせ票」の投函のみとし、「お知らせハガキ」の送付を廃止します。【2024（令

和６）年度限りで廃止】 

 お客さまが、インターネットを通じて使用水量、水道料金等の情報を取得できるお客さま専用サイト（マイ

ページ）の構築・運用に併せて、当該サイトを利用されるお客さまについては、お知らせ票の投函を廃止し

ます。【2024（令和６）年１月から廃止】 

 2024（令和６）年１月に運用を開始するお客さま専用サイト（マイページ）に水道料金等の納入通知を行

う機能を追加しお客さまの活用を促進します。【2024（令和 6）年度中に実施】 

 

 

  

〈工事図面を格納した施工監理システムでの現場立会業務（舗装復旧状況）〉 
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4-3-６．脱プラスチックに向けたマイボトルの普及促進 

現状と課題 

 水道局では、脱プラスチックの取組の一環としてのペットボトルごみの排出抑制の観点から、ペットボトル

水の利用からマイボトルによる水道水の飲用利用へのライフスタイルの転換の普及促進を図るため、大阪

城公園や天王寺動物園等に給水スポット※を設置するとともに、おおおさかマイボトルパートナーズ※に参

加して、官民連携によるマイボトルの利用啓発に取り組んでいますが、マイボトルによる水道水の飲用利

用の普及促進を図るためには、給水スポットが給水場所として利用されるにとどまってしまうことのないよ

う、給水スポットを効果的に活用して脱プラスチックの取組の一環としてのマイボトルによる水道水の飲用

利用につながる啓発をしていく必要があります。 

 他の水道事業体においては、水道水の飲用利用の促進に向けた取組として行われてきたペットボトル水

の製造について、ペットボトルが与える環境への影響を考慮して見直す動きが出てきています。 

 

めざす状態 

 マイボトルがペットボトルごみの排出抑制のための有効な手段であると認識していただいているお客さま

が着実に増加しています。 

成果指標と２０２７（令和９）年度末の目標 

お客さまアンケートにおける上記認識を持つお客さまの割合：80％以上を継続 

取組の方向性 

【方向性】 

 様々な機会をとらえ、マイボトルがペットボトルごみの排出抑制のための有効な手段であることについて

の啓発を行い、ペットボトル水の利用からマイボトルによる水道水の飲用利用へのライフスタイルの転換

を促進していきます。 

 

【具体的な取組】 

 水道水飲用への転換の啓発、推奨等を行う市民活動団体等を対象に移動型給水スポットを貸出し、市民

が参加する催し等において参加者に利用してもらうことにより、ペットボトル水の利用からマイボトルによ

る水道水の飲用利用へのライフスタイルの転換の啓発･勧奨を行います。【2022(令和４)年度から実施

中】 

 おおさかマイボトルパートナーズに参加する企業等と連携し、脱プラスチックの取組の一環としてのペット

ボトル水の利用からマイボトルによる水道水の飲用利用へのライフスタイルの転換の普及に向けた取組を

行います。【2022(令和４)年度から実施】 

 他の団体等と連携しながら、水道局以外の団体等が設置しているものも含め給水スポットの設置場所を

紹介するとともに、脱プラスチックの取組の一環としてのペットボトル水の利用からマイボトルによる水道

水の飲用利用へのライフスタイルの転換を勧奨する情報発信を行います。【2022(令和４)年度から実

施】 

 学校や地域における環境教育や環境学習の取組と連携して、脱プラスチックの取組の一環としてのペット

ボトル水の利用からマイボトルによる水道水の飲用利用へのライフスタイルの転換の啓発･勧奨を行いま

す。【2022(令和４)年度から実施】 
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 大阪・関西万博の機会を利用して、他の水道事業体や企業等と連携し、脱プラスチックの取組の一環とし

てのペットボトル水の利用からマイボトルによる水道水の飲用利用へのライフスタイルの転換の啓発･勧

奨を行います。【2025(令和７)年度から実施】 

 

   

 

 

 

  

〈給水スポット〉 〈移動型給水スポット〉 〈おおさかマイボトルパートナーズのバナー〉 
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基本施策 ４-４ 水道事業に関するデータの積極的な提供 

 

ライフラインである水道に関するデータは人々の社会経済活動を反映するものであると考えられること

から、水道局では、水道事業を進める中で得られたデータについて、大阪市が運営する公営の水道事業

体として、本市の各部局等に提供するとともに、民間企業等においても活用することができるようオープン

データ※として広く提供することにより、社会の様々な分野においてビッグデータ※の一つとして活用され、

新しい公共サービスやビジネスを生み出すイノベーションが次々と生まれるデータ活用（データドリブン）

社会の実現に貢献していくことをめざします。 

とりわけ、２０３０年代での市域全戸導入をめざしている水道スマートメーター※から得られる使用水量

のデータについては、独居高齢者等の見守りなど地域社会の課題解決に向けた取組に活用することが期

待されるため、関係部局等における検討状況に併せて、データの提供方法について検討していきます。 

 

【めざす姿】 

水道事業に関する各種データがオープンデータとして広く活用することができる形で提供されています。 
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4-4-１．ビッグデータとしての活用に向けた水道事業のデータのオープンデータ化 

現状と課題 

 水道局では水道事業において取得・作成される様々なデータを保有していますが、担当所属ごとに管理・

活用されており、本市の各部局等や民間企業等との間でデータ活用に関する連携は十分には行われて

いません。 

 水道局で保有している各種データについては、デジタル化されていないデータも多く、これらのデータを

オープンデータ※にするためには、まずデジタル化をすることが必要となっています。 

 また、既にデジタル化されている各種データについても、機械判読性の高いオープンデータとしての形式

になっていないものが多く、オープンデータとしての形式に変換する必要があります。 

めざす状態 

 水道事業において取得・作成される様々なデータがそのニーズに応じてオープンデータとしての形式で

整理・公表されるとともに、様々な主体との間で具体的な活用に向けて連携する仕組みが整備されてい

ます。 

取組の方向性 

 現在、水道局で保有している各種データでデジタル化されていないものについては、ニーズに応じて順

次デジタル化を進めるとともに、オープンデータとしてのデータ形式に変換していきます。【２０２２（令和

４）年度から順次実施】 

 水道局の各情報システムの更新・再構築の際には、ニーズのあるデータを自動的にオープンデータとして

作成・収集できる機能を有するシステムにしていきます。【２０２２（令和４）年度から順次実施】 

 水道局が保有する水道事業において取得・作成されたデータについて、「大阪市オープンデータポータル

サイト」に掲載していきます。【２０２２（令和４）年度から順次実施】 
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4-4-２．水道スマートメーターから得られる使用水量データの提供 

現状と課題 

 水道局では、本市における地域社会の課題への対処の一環となることを企図して、２０３０年代での市域

全戸導入をめざしている水道スマートメーター※から得られる独居高齢者等の日々の使用水量データの

分析を行うことで異変を検知し安否等の確認につなげる「見守り・ヘルスケアサポート」の導入に向けた実

証実験を民間企業と共同で実施し、同実験においては、着実なデータの取得が可能となることが確認さ

れるなど一定の成果が得られています。 

 今後は、この実証実験による成果を踏まえ、水道スマートメーターから得られる使用水量のデータの具体

的な活用策を検討することが求められることになります。 

めざす状態 

 本市における地域社会の課題に対処するため、水道スマートメーターから得られる使用水量のデータの

活用についての検討を進めている関係部局等に積極的に協力することができています。 

取組の方向性 

 「見守り・ヘルスケアサポート」の導入に向けた実証実験で得られた知見や成果を取りまとめ、福祉局や健

康局、区役所に提供していきます。【2022（令和４）年度上半期実施済】 

 水道スマートメーターから得られる使用水量のデータの活用についての関係部局等による検討状況に応

じて、個人情報の保護の観点も含めデータの提供方法等について検討していきます。【2022（令和４）年

度から関係部局等による検討状況に応じて実施】 

 

 

 

 

 

〈見守り・ヘルスケアサポートイメージ〉 




